
 

平成２６年３月松伏町議会定例会提出議案概要 

 

議案第 １ 号 

松伏汚水２７２号線損傷事故に関する調査委員会条例 

１  趣旨 

町道６号線（河原町工区）道路築造工事（４工区）における松伏汚水２７２号線損傷

事故について、適正かつ公平な調査等を行うため、松伏汚水２７２号線損傷事故に関す

る調査委員会を設置するもの 

２  内容 

（１）所掌事務（第２条関係） 

ア 汚水管損傷事故の事実関係の把握に関すること。 

イ 汚水管損傷事故の原因の調査及び分析に関すること。 

ウ 汚水管損傷事故の損害賠償責任に関すること。 

エ 事故の再発防止に関すること。 

（２）組織（第３条関係） 

  ア 委員 ３人 

イ 委員は、建設、土木又は法律に関し、識見又は経験のある者のうちから、町長が

委嘱 

（３）委員の任期（第４条関係） 

委嘱の日から報告書が町長へ提出された日まで 

（４）調査（第７条関係） 

委員会は、所掌事務を遂行するために、次に掲げる方法により調査を行う。 

ア 町職員、工事請負業者及び設計業務受託者（以下「調査対象者」という。）に対

して当該工事又は設計業務に関して陳述又は説明等を求めること。 

イ 調査対象者に対して、文書等の関係資料の提出、提示、閲覧、複写等を求め、又

は汚水管損傷事故現場その他の関係する現場において説明を求め、若しくは資料の

確認をすること。 

ウ 委員会が所掌事務を遂行するため必要と認めた調査に対し、協力を求めること。 

（５）委員の報酬等（第９条関係） 

ア 報酬 

委員長   日額１８，６００円 

委員    日額１６，２００円 

イ 費用弁償  １日につき５００円 

（６）報告書（第１０条関係） 

委員会は、その所掌事務に係る調査等を終えたときは、調査等の結果について記載

した報告書を町長に提出しなければならない。 

（７）庶務（第１１条関係） 

 委員会の庶務を担当する課  総務課 

（８）委任（第１２条関係） 

この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会

に諮って定める。 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 公布の日 

（２）失効期日 平成２７年３月３１日 

 



  

議案第 ２ 号 

町長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 

１  趣旨 

公職選挙法の一部改正に伴い、規定の整備をするための条例の改正 

２  内容 

  選挙権及び被選挙権を有しない者について定めた公職選挙法第１１条第１項から成年

被後見人（同項第１号）が削除されたことに伴い、これを引用している次の３条例につ

いて規定の整備を行うもの 

（１）町長等の給与等に関する条例 

（２）松伏町教育委員会教育長の給与等に関する条例 

（３）議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

議案第 ３ 号 

松伏町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例 

１  趣旨 

社会教育法の一部改正に伴い、社会教育委員の委嘱の基準について定めるための条例

の改正 

２  内容 

  社会教育委員の委嘱の基準について、文部科学省令に定める基準を参酌して次のとお

り定める。 

学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経

験のある者の中から委嘱する。 

３ 施行期日 

  平成２６年４月１日 

 

議案第 ４ 号 

松伏町都市公園条例の一部を改正する条例 

１  趣旨 

テニスコートの改修に伴い使用料を改定し、及び規定の整備をするための条例の改正 

２  内容 

（１）松伏記念公園テニスコート使用料の改定 

 区分 使用単位 現 行 改定後 

テニスコート １面 １時間 ５００円 ６００円 

（２）その他規定の整備 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２６年７月１日 

（２）経過措置 

   改正後の使用料は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、

同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

議案第 ５ 号 

松伏町下水道条例の一部を改正する条例 



  

１  趣旨 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部

を改正する等の法律等の制定に伴い、下水道使用料の消費税及び地方消費税相当分を改

定するための条例の改正 

２  内容 

消費税及び地方消費税の税率が、平成２６年４月１日に５パーセントから８パーセン

トに引き上げられるため、下水道使用料の消費税及び地方消費税相当分を改定するもの 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   平成２６年４月１日 

（２）経過措置 

  ア 改正後の規定は、平成２６年４月１日（以下「適用日」という。）以後の公共下

水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、

なお従前の例による。 

  イ 適用日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料について、次の

とおり消費税等相当分を５パーセントとする。 

  （ア）適用日から平成２６年４月３０日までの間に初めて使用料の額が確定するもの

にあっては、その全額 

  （イ）適用日以後初めて使用料の額が確定する日が平成２６年５月１日以後であるも

のにあっては、前回確定した日からの期間の月数に応じてその全額又は３分の２

の額 

 

議案第 ６ 号 

松伏町課設置条例の一部を改正する条例 

１  趣旨 

企業誘致に関する事項を分掌する課を変更するための条例の改正 

２  内容 

  企業誘致に関する事項を分掌する課の変更 

現 行 変更後 

企画財政課 まちづくり整備課 

３ 施行期日 

  平成２６年４月１日 

 

議案第 ７ 号 

松伏町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

１  趣旨 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部

を改正する等の法律等の施行に伴い、農業集落排水処理施設使用料の消費税及び地方消

費税相当分を改定するための条例の改正 

２  内容 

消費税及び地方消費税の税率が、平成２６年４月１日に５パーセントから８パーセン

トに引き上げられるため、農業集落排水処理施設使用料の消費税及び地方消費税相当分

を改定するもの 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 



  

   平成２６年４月１日 

（２）経過措置 

   改正後の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る農業集落排水処理施設の使

用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

議案第 ８ 号 

松伏町職員の修学部分休業に関する条例の一部を改正する条例 

１  趣旨 

地方公務員法の一部改正等に伴い、修学部分休業に係る期間の規定の整備等をするた

めの条例の改正 

２  内容 

（１）修学部分休業を承認することができる期間の規定方法の変更 

 現 行 改正後 

修学部分休業を承認する

ことができる期間 
２年以内 

修学に必要と認められる 

期間として、２年以内 

（２）その他規定の整備 

３ 施行期日 

  平成２６年４月１日 

 

議案第 ９ 号 

松伏町職員の高齢者部分休業に関する条例の一部を改正する条例 

１  趣旨 

地方公務員法の一部改正等に伴い、高齢者部分休業を取得することができる年齢を定

めるとともに、規定の整備をするための条例の改正 

２  内容 

（１）高齢者部分休業を承認することができる期間の規定方法の変更 

 現 行 改正後 

高齢者部分休業を承認す

ることができる期間 
定年退職日までの５年以内 

５５歳に達した日以後の日

から定年退職日まで 

（２）その他規定の整備 

３ 施行期日 

  平成２６年４月１日 

 

議案第１０号 

埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 

１  趣旨 

  彩北広域清掃組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更すること

について協議するもの 

２ 内容 

  埼玉県市町村総合事務組合規約中「彩北広域清掃組合」を「鴻巣行田北本環境資源組

合」に変更するもの 

３ 施行期日 

  平成２６年４月１日 

 

議案第１１号 



  

町道の路線認定について 

認定内容 

 ２－７６３号線 

 松伏町大字松伏字内前野２６３８番７地先（起点）から 

    大字松伏字内前野２６３７番８地先（終点）まで 

  幅員 ４．００ｍ  延長 ８５．２０ｍ 

 ２－７６４号線 

 松伏町大字松伏字内前野２３７０番５地先（起点）から 

    大字松伏字内前野２３７０番９地先（終点）まで 

  幅員 ６．００ｍ  延長 ５３．０４ｍ 

 ２－７６５号線 

 松伏町大字松伏字新田２１３３番１５地先（起点）から 

    大字松伏字新田２１３４番７地先（終点）まで 

  幅員 ５．００ｍ  延長 １３７．５２ｍ 

 

議案第１２号 

町道の路線の一部廃止について 

廃止内容 

 ３７５号線 

 松伏町大字築比地字野銭４６番５地先（起点）から 

    大字築比地字野銭４５番５地先（終点）まで 

  幅員 ２．７３ｍ  延長１６．１８ｍ 

 

議案第１３号 

平成２５年度松伏町一般会計補正予算（第７号） 

１ 補正前予算額   ８，２９５，４５８千円 

２ 補正予算額           ６７６，９２５千円 

３ 合    計   ８，９７２，３８３千円 

 

議案第１４号 

平成２５年度松伏町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

１ 補正前予算額   ３，９７５，１３７千円 

２ 補正予算額               ９７９千円 

３ 合    計   ３，９７６，１１６千円 

 

議案第１５号 

平成２５年度松伏町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

１ 補正前予算額   １，６０１，６８４千円 

２ 補正予算額           △８３，２３０千円 

３ 合    計   １，５１８，４５４千円 

 

議案第１６号 

平成２５年度松伏町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

１ 補正前予算額     １９９，８５６千円 

２ 補正予算額            １０，９７７千円 



  

３ 合    計     ２１０，８３３千円 

 

議案第１７号 

平成２６年度松伏町一般会計予算 

１ 本年度予算額   ７，８４５，０００千円 

２ 前年度予算額   ７，８５０，０００千円 

３ 比    較      △５，０００千円 

 

議案第１８号 

平成２６年度松伏町国民健康保険特別会計予算 

１ 本年度予算額   ３，９９９，３０９千円 

２ 前年度予算額   ３，８２９，３２２千円 

３ 比    較     １６９，９８７千円 

 

議案第１９号 

平成２６年度松伏町公共下水道事業特別会計予算 

１ 本年度予算額     ５７９，６５８千円 

２ 前年度予算額     ６６３，２６９千円 

３ 比    較     △８３，６１１千円 

 

議案第２０号 

平成２６年度松伏町農業集落排水事業特別会計予算 

１ 本年度予算額       ７，５７２千円 

２ 前年度予算額       ７，２３８千円 

３ 比    較         ３３４千円 

 

議案第２１号 

平成２６年度松伏町介護保険特別会計予算 

１ 本年度予算額   １，５３７，７０３千円 

２ 前年度予算額   １，５１８，１０２千円 

３ 比    較      １９，６０１千円 

 

議案第２２号 

平成２６年度松伏町後期高齢者医療特別会計予算 

１ 本年度予算額     ２２２，７７９千円 

２ 前年度予算額     １９８，０００千円 

３ 比    較      ２４，７７９千円 

 


